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１ 補助金の目的  

   県内中小企業者等が、ＩｏＴ・ＡＩ・ＶＲ・ＲＰＡ・クラウドサービス等のデジタルツ

ールを導入し、業務効率化や生産性向上、業務等の変革を図る取組みを支援することで、

県内産業のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を加速させる。 

 

 

２ 事業内容等  

（１） 補助対象事業 

  デジタルツール（注１）を活用し、自社の生産性向上や業務等の変革を図り、自社の付

加価値や売上を向上させ、競争上の優位性を確立しようとする取り組み、又はその取組み

をもとに、新たなビジネスモデルの構築を目指し、ＩＴシステムの開発、改修等に取組む

事業であって、ＤＸを加速するための社内体制の整備や人材育成に積極的に取り組む事業

者が福井県内で実施する事業 

 

（注１）「デジタル」とは「離散値（とびとびの値）」を言い、コンピュータにおいては現

実世界の様々な事象等を概ね０と１の数字の組み合わせに変換して扱っています。 

    これを活用した技術（デジタル技術）により、アナログで扱うことが困難だった

事象等をコンピュータで容易に扱うことが可能となり、様々な利便性を享受するこ

とができるようになります。 

    この事業における「デジタルツール」とは、デジタル技術を活用した「機械装

置」、自社の業務のために構築または導入する「情報システム」や「パッケージソ

フトウェア」、月額や年額の利用料を支払い、サービスを利用する「サブスクリプ

ションサービス」、自社に設備を設置せず、遠隔地に設置された設備からネットワ

ーク経由でサービスを利用する「クラウドサービス」等、デジタル技術を活用した

機械装置やシステム、ソフトウェア等を指し、これらを幅広く本事業の補助対象と

します。 

※デジタルツールを導入する場合であっても、以下に該当する事業は補助対象事業となり

ません。 

・生産性向上や業務等の変革を伴わない事業や、同業他社からの競争上の優位性の確立に

つながらない事業 

 例１：すでに導入しているシステムやソフトウェアを継続的に使用するため、保守や管

理の更新を行う事業 

 例２：新たなビジネスモデルの確立や新サービス等の提供を通じた競争上の優位性の確

立を目的としていない、業務用のホームページやＥＣサイトの構築を行う事業 

・補助金を活用して導入するデジタルツールそのものを販売・賃貸し利益を得る事業 等 

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）とは・・・ 

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社

会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのもの

や、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。 

（出典：経済産業省「ＤＸ推進ガイドライン」） 
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（２）補助対象者 

福井県内に所在する中小企業者等（注２）、小規模事業者（注３）およびその他知事が

適当と認める法人 

 

（注２）「中小企業者等」とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第

１項各号に該当する中小企業者または中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２

年法律第１８５号）第３条第１項各号に該当する中小企業団体で、県内に本店所在

地の法人登記が行われており（個人の場合は県内に住所を有していること）、かつ、

県内に生産またはサービスの主要な拠点を有する者。ただし、次のア～ウのいずれ

かに該当する者を除く。 

 

ア 以下の（ア）～（ウ）に該当する者（いわゆる「みなし大企業」） 

（ア）発行済株式の総数または出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所

有している中小企業者 

（イ）発行済株式の総数または出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有して

いる中小企業者 

（ウ）大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めて

いる中小企業者 

イ 主たる業種が情報通信業である中小企業者 

ウ 以下のいずれかに該当する事業者 

・医師、歯科医師、助産師 

・一般社団法人、公益社団法人 

・一般財団法人、公益財団法人 

・医療法人 

・宗教法人 

・学校法人 

・農事組合法人 

・社会福祉法人 

・申請時点で開業していない創業予定者 

・任意団体 

・次の（ア）、（イ）のいずれかまたはいずれも満たさない特定非営利活動法人 

（ア）法人税法上の収益事業（法人税法施行例第５条に規定される３４事業）

を行っている（ただし、免税されていて確定申告書の提出ができない場

合を除く） 

（イ）認定特定非営利活動法人でない 

 

（注３）「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関

する法律（平成５年法律第５１号）第２条各号に該当する商工業者であって、県内

に本店所在地の法人登記が行われており（個人の場合は県内に住所を有しているこ

と）、かつ、県内に生産またはサービスの主要な拠点を有する者。ただし、次のア
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～エのいずれかに該当する場合を除く。 

 

ア 資本金または出資金が５億円以上の法人に直接または間接に１００％の株式を

保有されている法人 

イ 確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年または各事業年度の課税所

得の年平均額が１５億円を超える小規模事業者 

ウ 主たる業種が情報通信業である小規模事業者 

エ 以下のいずれかに該当する事業者 

・医師、歯科医師、助産師 

・系統出荷による収入のみである個人農業者（個人の林業・水産業者について

も同様） 

・協同組合等の組合（企業組合・協業組合を除く） 

・一般社団法人、公益社団法人 

・一般財団法人、公益財団法人 

・医療法人 

・宗教法人 

・学校法人 

・農事組合法人 

・社会福祉法人 

・申請時点で開業していない創業予定者 

・任意団体 

・次の（ア）、（イ）のいずれかまたはいずれも満たさない特定非営利活動法人 

（ア）法人税法上の収益事業（法人税法施行例第５条に規定される３４事業）

を行っている（ただし、免税されていて確定申告書の提出ができない場

合を除く） 

（イ）認定特定非営利活動法人でない 

 

（３）補助率および補助下限額/限度額 

申請者 補助率 補助下限額 補助限度額 

小規模事業者 ２／３ 
３００千円 ４，０００千円 

上記以外の事業者 １／２ 

※募集期間終了日から過去３年間に本補助金における「一般枠」の交付決定を受けた事業

者は、過去に交付決定を受けた回数に応じ、審査において減点を行います。 

 

（４）予算額 

  ４８，０００ 千円 

  ※補助金は予算の範囲内で交付します。 
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（５）事業の対象となる期間 

  交付決定日（各募集期間終了日の属する月の翌々月中を予定）から令和８年１月３１日

まで 

※契約、発注、納入、検収、支払等のすべての事業手続きを上記期間内に実施する必要

があります。 

※交付決定前に着手した事業については補助対象外となります。 

 

３ 募集期間  

１次募集：令和７年４月１日（火）～令和７年５月３０日（金） 

２次募集：令和７年７月１日（火）～令和７年７月３１日（木） 

４ 応募方法  

（１）持参または郵送（書留または簡易書留） 

   所定の申請書をホームページからダウンロードし、必要事項を記入の上、添付書類を

添えて、以下の提出先に持参または郵送してください。 

 【提出先】 

  （公財）ふくい産業支援センター 経営支援部 営業・資金支援グループ 

  〒910-0296 福井県坂井市丸岡町熊堂 3-7—1-16 

 【提出期限】 

  各募集期間終了日の１７時まで（郵送の場合は必着） 

（２）電子申請 

   電子申請システム「Ｊグランツ」に掲載の「【ふくい産業支援センター】令和７年度

ふくいＤＸ加速化補助金」の項目を選択し、申請してください。なお、申請は５月上旬

頃から可能となる予定です。 

   https://jgrants.go.jp/ 

  ※「Ｊグランツ」による提出の場合は、ＧビズＩＤ「ｇＢｉｚプライム」の取得が必要

となります。当該ＩＤは申請から取得までに２～３週間を要しますので、余裕を持っ

て御準備ください。 

   https://gbiz-id.go.jp/top/ 

 

５ 提出書類  

 （１）補助金交付に関する事業計画書（様式第１） 

（２）申請者の詳細（別紙１） 

（３）事業実施計画書（別紙２） 

（４）事業の概要（別紙３） 

（５）県税の納税状況の確認について（別紙４） 

（６）［法人の場合］管轄の税務署が発行する法人税、消費税および地方消費税に滞納がな

い旨の証明書（申請日以前１か月以内に発行のもの） 

   ［個人の場合］管轄の税務署が発行する申告所得税および復興特別所得税、消費税お

よび地方消費税の滞納がない旨の証明書（申請日以前１か月以内に発
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行のもの） 

（７）［法人の場合］履歴事項全部証明書（申請日以前３か月以内に発行のもの） 

    ［個人の場合］住民票（申請日以前３か月以内に発行のもの） 

（８）［法人の場合］直近二期分の決算書資料の写し（貸借対照表、損益計算書（販売費お

よび一般管理費ならびに製造原価の内訳が記載された部分を含む）） 

    ［個人の場合］直近二期分の確定申告書の写し 

（９）積算金額の根拠書類（見積書および相見積書または選定理由書） 

（10）［製品を購入する場合］製品の機能やスペック等がわかるもの（パンフレット、仕様

書、製品のホームページを印刷したもの） 

（11）会社の概要のわかるもの（パンフレット等） 

（12）［登録している場合に提出］「パートナーシップ構築宣言」登録企業リストのうち、 

自社名掲載部分の写し 

（13）［登録している場合に提出］「社員ファースト企業宣言」企業一覧のうち、自社名掲

載部分の写し 

（14）［受賞している場合に提出］「福井県カーボンニュートラル推進企業表彰」の表彰状

の写し 

    

【提出時の留意事項】 

・提出書類は必要なものに限ってください。 

・持参または郵送により提出する場合は、次の事項を順守してください。 

－全ての提出書類（パンフレット等を含む）は、全てＡ４サイズの片面印刷にて提出す

ること 

－提出書類はホッチキス等で留めず、一式をダブルクリップで留めて提出すること 

・提出書類について、次の事項が守られていない場合は、申請内容にかかわらず不採択と

なる場合があります。 

   －複数社の見積が添付されていない場合（選定理由書が提出されており、添付できな

い理由が明確かつ適切である場合を除く） 

   －記載内容（数値等）に誤りや不足（記入漏れ等）がある場合 

   －デジタルツールの導入による効果の根拠が明確でない場合 
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参考：デジタルツールの導入による効果の根拠の記載例 

（省力化を目的とした経理処理を行うＲＰＡを導入する場合） 

 

＜悪い例（導入効果の根拠が不明確）＞ 

 ＲＰＡの導入により、約２人分の人件費が削減される見込みである。 

   ⇒「なぜ人件費が削減されるのか？」、「なぜ削減効果は２人分と言えるの

か？」が明確でない 

 

＜良い例（導入効果の根拠が明確）＞ 

  現在の経理業務における入金消し込み、交通費の精算、請求書の発行の作業に要

する時間は次のとおりである。 

作業内容 
作業時間／件 

（Ａ） 

処理件数／日 

（Ｂ） 

作業時間／日 

 （Ａ×Ｂ） 

入金消し込み ３分 １５０件 ４５０分 

交通費の精算 １０分 ２０件 ２００分 

請求書の発行 ５分 ８０件 ４００分 

合計 ― ２５０件 １，０５０分 

  ＲＰＡを導入してこれらの作業を自動化することで、各作業に要する時間は１件

当たり３０秒に短縮される。 

  このことから、ＲＰＡ導入後における作業時間は、 

０．５（分）×２５０（件）＝１２５分 となる。 

したがって、ＲＰＡの導入により削減された作業時間は、 

１，０５０（分）－１２５（分）＝９２５分 となる。 

 従業員１人あたりの所定労働時間が７時間４５分（４６５分）であることから、作

業時間の短縮による人件費の削減効果は、 

 ９２５（分）÷４６５（分／人）≒２人 となる。 

  以上のことから、ＲＰＡの導入により約２名分の人件費が削減される見込みであ

る。 

ポイント 

デジタルツール導入前、導入後のそれぞれについて、売上や作業時間の実績（見込

み）等の数値を用いながら、定量的に比較・評価を行うこと 
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６ 審査  

 （公財）ふくい産業支援センターが設置する審査委員会において、申請内容の審査を実施

します。 

  審査は、１次審査（書面）と２次審査（対面）のあわせて２回実施します。 

１次審査を通過した事業者については、２次審査として、審査委員会（各募集期間終了

日の翌々月上旬頃実施予定）において申請内容の説明を求める予定です（詳細な日程は別

途書面にて通知します）。 

  審査の際は、申請内容について下記の審査基準により採点を行い、点数上位者から採択

事業者を決定します。 
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 ＜審査基準＞  

 

 

 

  

審査項目 配点 係数 内容 

自社の現状・課

題認識 
１０ ×１ 

・自社の現状を的確に認識できているか 

・ＤＸの推進により目指す姿が明確であるか 

・上記を踏まえ、自社の課題を的確に認識できているか 

補助事業の内

容および効果 
１０ ×２ 

・自社の課題に即した内容であるか 

・自社の経営に対して与える効果を的確に把握できてい

るか 

・達成しようとする収支計画や数値目標は妥当であるか 

・単純なデジタル化や効率化にとどまらず、自社の業務

や経営に変革をもたらす取組みであるか 

補助事業の実

現可能性 
１０ ×１ 

・補助事業の内容は実現が見込める内容であるか 

・事業期間は適当であるか 

競争上の優位

性の確立 
１０ ×２ 

・同業他社から競争上の優位性を確立する取組みである

か 

・同業他社にはない独自性のある取組みであるか 

ＤＸ推進に向

けた社内体制 
１０ ×１ 

・補助事業の実施に向けた社内体制が整っているか 

・補助事業終了後も、持続的にデジタル活用を推進でき

る組織体制を有しているか 

ＤＸ推進に向

けた人材育成 
１０ ×１ 

・補助事業の実施に必要な人材を確保しているか、また

は確保するための計画を有しているか 

・ＤＸ推進・デジタル活用を継続的に担う人材を確保し、

育成するための計画を有しているか 

自社における

ＤＸ推進計画 
１０ ×１ 

・自社におけるＤＸ推進に向けた取組みを具体的に検討

できているか 

・補助事業の内容は、今後のＤＸ推進に向けた取組み内

容に照らして妥当な内容か 

予算・仕様の妥

当性 
１０ ×１ 

・見積書に物品や実施項目ごとに詳細な金額が記載され

ており、その金額は相場に照らして妥当であるか 

・仕様書に導入しようとするデジタルツールの内容やハ

ードウェアのスペックが詳細に記載されており、その

内容は申請事業に照らして必要十分であるか 
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＜加点要素＞ 

  以下の要件を満たす申請は、審査において一定の点数を加点します。 

  ○技術の先進性 

   ＩｏＴ・ＡＩ・ＶＲ・ドローン等、先進的なデジタル技術を有効に活用した取り組み

であること 

  ○ふくいＤＸ推進宣言企業に登録されている事業者 

   募集締切日時点において「ふくいＤＸ推進宣言企業」

（https://www.fisc.jp/it/dxsengen/）に登録されている事業者であること 

○パートナーシップ構築宣言を行っている事業者 

   募集締切日時点において、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト

（https://www.biz-partnership.jp/index.html）において宣言を公表している事業者

であること  

○賃上げ宣言を行っている事業者 

   募集締切日時点において、社員ファースト企業宣言

（https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/syainfirstsengen.html）にかかる登録

申請を県へ行っており、「めざせ「社員ファースト企業」宣言書」（「社員ファースト企

業」宣言制度実施要綱 様式第２号（第４条関係））の今後の取組項目欄において

「（６）賃金引上げ」を選択している事業者であること 

  ○福井県カーボンニュートラル推進企業表彰の受賞者 

募集締切日から起算して過去３年以内に福井県カーボンニュートラル推進企業表彰

（https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dengen/hyousyou.html）を受賞していること 

   

  ※「ふくいＤＸ推進宣言企業」への登録には、登録申請書の提出後、その内容について

（公財）ふくい産業支援センターがヒアリングを行い、登録基準を満たしている企業

であることを確認する必要があります。 

    通常、登録申請書の提出から登録までは２～３週間程度かかりますので、登録を希望

される事業者は期間に余裕を持って御登録ください。 

 ※「パートナーシップ構築宣言」もしくは「賃上げ宣言」を行っているまたは福井県カ

ーボンニュートラル推進企業表彰を受賞している事業者については、登録または受賞

の事実を示す書類として、以下の書類を提出してください。 

・パートナーシップ構築宣言を行っている事業者 

「パートナーシップ構築宣言」登録企業リスト（https://www.biz-partnership.jp/list.php）

のうち、自社掲載部分の写し 

・賃上げ宣言を行っている事業者 

「社員ファースト企業宣言」企業一覧

（https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/syainfirstsengenkigyousenngenn.html）のうち、自

社掲載部分の写し 

・福井県カーボンニュートラル推進企業表彰の受賞者 

  「福井県カーボンニュートラル推進企業表彰」の表彰状の写し 
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７ 補助事業の流れ  

 

 

 

手続 実施時期 内容 

①応募 
各募集期間終了

日まで 

補助金を応募しようとする者は、必要書類を揃えた上

で、所定の方法により応募します。 

②審査 募集期間終了後 

審査委員会において、補助事業の採択の適否について

審査を行います。 

採択された事業者のみ、③以降の手続きに進むことが

できます。 

③交付申請 
募集期間終了日

の翌々月頃 

②で採択された事業者は、ふくい産業支援センターに

交付申請書を提出します。 

④交付決定 ③の受理後 

ふくい産業支援センターは、交付申請書の内容を審査

し、内容が適切である場合は補助事業者に対して交付

決定を行います。 

⑤事業実施 
④以降～ 

１月３１日まで 

交付決定日以降、事業の実施が可能となります。 

交付決定日から１月３１日までに発生した経費が補助

対象経費となります。 

※交付決定日以前に発注・契約した経費は補助対象経

費とならないのでご注意ください。 

⑥実績報告 
⑤の終了後 

１０日以内 

補助事業者は、所定の様式によりふくい産業支援セン

ターへ実績報告を行います。 

⑦確定検査 ２月～３月頃 

ふくい産業支援センターは、⑥の精査が完了した後、

補助事業者の事業所（現地）において補助金を活用し

て導入したデジタルツール、補助事業関係書類の整備

状況、支払手続の状況等について検査を行います。 

⑧額の確定 ⑦の終了後 
ふくい産業支援センターは、⑦の結果を踏まえ、補助

金額を確定し、補助事業者に通知します。 

⑨請求 ⑧の受理後 
補助事業者は、⑧の通知を受理した後、ふくい産業支

援センターに補助金の支払いを請求します。 

⑩補助金交付 ⑨の受理後 

ふくい産業支援センターは、⑨の請求書の受理後数日

内に補助金を支払います。 

※補助金は、原則として精算払いです。 
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８ 主な留意事項  

  補助事業者は、補助事業の応募および実施にあたり、以下の事項について留意してくだ

さい。 

（１） 事業実施に係る書類は、事業終了後は５年間保存してください。 

（２） 事業終了後３年間は、補助事業実施後の状況を毎年報告してください。 

（３） 補助事業の終了後は、県や（公財）ふくい産業支援センターが主催するセミナー等

において事業の成果を発表していただきます。 

（４） 県または（公財）ふくい産業支援センターより、事業成果を公表する場合がありま

す。 

（５） システム等の構築を県内ＩＴ企業に外注・委託する場合、補助事業採択事業者を公

表する際に当該ＩＴ企業もあわせて公表します。 

（６） 採択事業者については、原則として、採択された補助事業の内容に基づき「ふくい

ＤＸ推進宣言企業」（https://www.fisc.jp/it/dxsengen/）に登録を行います（すでに登録

されている事業者を除く）。登録に係る手続きについては、（公財）ふくい産業支援

センターよりお知らせします。 

 

９ 相談窓口の御案内  

  補助金申請にあたっての事前相談には、（公財）ふくい産業支援センターが設置する下

記の相談窓口を無料で利用できます。申請を検討している事業者の方は積極的に御利用く

ださい。 

 

 ○ふくいＤＸオープンラボ 

   ＩＴコーディネータ等の資格を持つＩＴの専門家が、自社の現状や課題のヒアリング

をはじめ、どのように自社のＤＸを進めていくべきか、どのようなデジタルツールの導

入が有効であるか、ＤＸの推進に向けた組織体制の構築や人材育成の方針等、自社のＤ

Ｘ推進に向けたアドバイスを行います。 

https://www.fukui-dxlab.com/consultation/ 

 

 ○総合相談窓口 

   中小企業診断士等の資格を持つ経営支援の専門家が、経営課題の解決や事業計画の策

定等についてアドバイスを行います。 

 https://www.fisc.jp/consult/sougo/ 

 

 ※いずれの相談窓口も、原則として事前予約が必要です。御予約は各相談窓口のホームペ

ージからお願いします。 

 ※募集期間の締切直前は相談窓口が混み合う場合があります。相談を希望される場合は期

間に余裕を持って御予約の上、お越しください。 

※応募書類の記載方法や補助対象経費の考え方等、応募に関する事務的な手続きは、（公

財）ふくい産業支援センター事務局までお問い合わせください。 
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別表 

１ 補助対象経費 

経費 内容 

機械装置費・システ

ム費 

・専ら補助事業のために使用されるデジタルツール（機械・装置・部

品(センサー、ＲＦＩＤ等)、工具・器具(測定工具・検査工具、電

子計算機、デジタル複合機等)および専用ソフトウェア等）の購

入、製作、借用、改良、裾付け、修繕に要する経費 

外注費・委託費 ・補助事業の実施に必要なシステム等の開発および設計に係る外注費

または委託費 

専門家経費 ・外部（専門家等）から補助事業の実施に必要な指導を受ける場合に

要する謝金や旅費 

通信運搬費 ・運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 

クラウド使用料 ・専ら補助事業のために使用されるクラウドサービスの使用料および

通信料 

 ※従量課金方式のサービスは対象外 

研修費 ・社員がデジタル技術やデジタルツールに関する知識を深めるために

参加する研修の参加費や旅費 

その他経費 ・上記以外で支援センターが必要と認める経費 

 

※原則として、交付決定日以降に契約し、令和８年１月３１日までの間に要する経費を補

助対象とします。 

※複数年（カ月）契約の経費は、補助対象期間内の期日までに支払を完了した経費と補助

事業の完了する日までの利用分を上限として按分した経費を比較した場合における低い

方の額を補助対象とします。 

※情報システム等の構築をＩＴ企業に外注・委託する場合、原則として、相手先は県内に

本店（本社）または支店（支社）を有するソフトウェア業または情報処理サービス業に

属する企業としてください。 

※補助金の額に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。 

※他の取引との相殺払による支払、手形による支払、手形の裏書譲渡、小切手、ファクタ 

リング（債権譲渡）による支払、事業期間内に契約が完了しない割賦による支払は行わ

ないでください。 

 

２ 補助対象外経費 

以下の経費は補助対象外とします。 

（１）補助金の交付決定日前に発注し、購入し、もしくは契約し、または補助事業の期間終 

   了後に納品、検収等を実施したもの 

（２）事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料および光熱水費 

（３）電話代、インターネット利用料金等の通信費（クラウド使用料に含まれる付帯経費を
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除く） 

（４）商品券等の金券、収入印紙および振込等手数料（代引手数料を含む） 

（５）事務用品等の消耗品費、雑誌購読料、新聞代および団体等の会費 

（６）飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用 

（７）自動車等車両の購入費、修理費および車検費用ならびに不動産の購入費 

（８）税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等の

ための弁護士費用 

（９）公租公課（消費税および地方消費税等） 

（10）各種保険料、借入金等の支払利息および遅延損害金 

（11）事業計画書等の作成および送付に係る費用 

（12）汎用性があり、目的外使用になり得るもの（例えば、事務用のパソコン、プリンタ、

文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機等）の購

入費 

（13）中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費 

（14）設置場所の整備工事または基礎工事 

（15）自社以外の場所に設置して利用する機械・器具等の購入費 

（16）上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費 

 


